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月 日

（火曜日）

別
表
第
一
の
ニ

研
究
職
給

試
２

機
究

研
験

試
１

級
４

務
職
る
す

機
究

研
験

第
二
条
第
九
号
か
ら
第
十
一

九

大
学
卒
業
程
度

職
員

十

短
大
卒
業
程
度

職
員

十
一

高
校
卒
業
程
度

職

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十

級
」
を
「
短
大
卒
業
程
度
」
に

験
」
を
「
保
健
師
採
用
試
験
」

分
」
を
削
る
。

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、

上
げ
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
午
後
零

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

料
表
級
別
標
準
職
務
表
四
級
の
項

こ
は
又
務
職

の
長
部
の
関

業
な

難
困

の
関

当
相

に
れ

任
主
る
す

掌
所

を
務

号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

採
用
大
学
卒
業
程
度
試
験
を
い
う

採
用
短
大
卒
業
程
度
試
験
を
い
う

員
採
用
高
校
卒
業
程
度
試
験
を
い

五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
上
級
」

、
「
初
級
」
を
「
高
校
卒
業
程
度

に
改
め
、
「
、
「
看
護
師
採
用
試

基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

一
日三

号

等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

改
正
す
る
。

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号

時
十
五
分
」
を
「
正
午
」
に
改
め

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
は
又
務
職
の

務
職
る
す

当
相
に

れ

。。う
。を

「
大
学
卒
業
程
度
」
に
、
「

」
に
、
「
保
健
師
・
助
産
師
採
用

験
」
に
あ
つ
て
は
「
短
大
卒
」
の

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

山
口
県
人
事
委
員
会

を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

る
。

中試区 。十 り

人

事

委

員

会
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別
表
第
二
の
ニ

研
究
職
給
料
表
級

表
第
二
の
イ

行
政
職
給
料
表
級

級
初

」

「

級
上

「

級
中

級
上

別
資
格
基
準
表
中

を

採
師

産
助

・
師

健
保

級
初

験
試
用

「

級
中

級
上

別
資
格
基
準
表
中

度
程
業
卒
校
高

」
「

度
程

業
卒
学
大

「

業
卒
大
短

度
程
業
卒
学
大

度
程

に
改
め
る
。

採
師

健
保

度
程

業
卒

校
高

験
試
用

」

」

「

業
卒

大
短

度
程

業
卒

学
大

度
程

を

に
改
め

歴
学

種
職 別

表
第
六
の
ヘ

医
療
職
給

改
め
る
。

別
表
第
六
の
ト

医
療
職
給

め
、
同
表
の
備
考
１
中
「

級
上

別
表
第
六
の
ニ

研
究
職
給

「

級
中

級
上

を

級
初

」

を
「

度
程

業
卒
学
大

」
に
改
め

め
る
。

別
表
第
二
の
ト

医
療
職
給

別
表
第
六
の
イ

行
政
職
給

別
表
第
二
の
ヘ

医
療
職
給

上 上

初
等

許
免

料
表

初
任
給
基
準
表
中

中

料
表

初
任
給
基
準
表
の
備
考
以

」
を
「

度
程

業
卒

学
大

」
に
改
め

料
表
初
任
給
基
準
表
中

「

業
卒

大
短

度
程

業
卒

学
大

度
程

に

度
程

業
卒

校
高

」

る
。

「

料
表

級
別
資
格
基
準
表
試
験
の

「

中 上

料
表
初
任
給
基
準
表
中

験
用
採
師

産
・
師
健

保 初

上

料
表

級
別
資
格
基
準
表
中

度
程

業
卒

学
大

級

給
任

中

度
程
業
卒

学
大

級

を

に

度
程

業
卒

大
短

級

」

」

外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

る
。改

め
、
同
表
の
備
考
中
「

級
上

「

欄
を
削
る
。「

大
短

級

度
程

業
卒
学
大

級

度
程

業
卒

を

に

保
試 助

度
程

業
卒
校
高

級

験
試

用
採
師
健

」

」

度
程

業
卒

学
大

級

を

に

度
程

業
卒

大
短

級

」

」

二

。 」 改 改



平成

山

年 月 日 火曜日

第こ管

山 口 県

給
山

給
を
次

報

別４こ

（号 外 ）

准 看 助

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五

三
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中
「
、
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る

料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
第
六
の
ト

医
療
職
給
料
表

育
教

等
中

は
又

校
学

等
高

し
当
該

に
定

規
の

を
校

学

師
産
助

で
者

た

の
も

の
上
以

年
１

限
年

業

初
、
は

て
い

つ

。
る
限

に

２
を
給

号
の

欄
給

任

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

師
護

大
短

大
短

師
産

学
大

師
護

看
准

師
護
看

大
短

号
」
を
削
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公山

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
人
事

初
任
給
基
準
表
の
備
考
４
を
次

師
護
看

准
る

い
て

し
業
卒

第
法

同

助
師

健
保

で

に
号
２

第
は

又
号

１
第

条

。
る

限
に

者
業

卒
の
）

規

級

も
た
つ

な
と

）

。
る
す

と
給

号
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

級
２

卒

２
卒

３

号
９
級

２
卒

３

号

成
養

号
５
級

２
卒

号
９

級

号
５

級
１

卒
所

布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

の
よ
う
に
改
め
る
。

第
法
師
護

看
師
産

又
校
学

る
す
定

号
３
第
条

所
成
養
は

の
表
の
こ
る
す

対
に
の

修

級
４

給 給 給 給 給

に
用
適

種
５

別
表
第
三
の
ト

医
療
職
給

種
５

別
表
第
三
の
ロ

公
安
職
給

「
種
３

ニ

研
究
職
給
料
表
管
理
職
手

種
４

副
署
長
、
周
南
警
察
署
副
署
長

長
を
除
く
」
を
「
宇
部
警
察
署

長
」
を
削
り
、
「
岩
国
警
察
署

副
署
長
及
び
長
府
警
察
署
副
署

く
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
ニ

研
究
職
給

級
４

種
４

術
セ
ン
タ
ー
次
長

術
セ
ン
タ
ー
部
長
」
を
削
り
、

ン
タ
ー
企
画
情
報
室
長

ン
タ
ー
技
術
指
導
室
長
」
に
改

美
術
館
・
浦
上
記
念
館
副
館
長

長
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「

会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
三
種

長
」
を
削
り
、
「
宇
部
警
察
署

管
理
職
手
当
に
関
す
る

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局

務
所
長
」
を
「
、
美
祢
土
木
事

に
、
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ

料
表

管
理
職
手
当
月
額
表
に
次

料
表
管
理
職
手
当
月
額
表
七
級
の

」
を
「

種
３

種
２

当
月
額
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

、
防
府
警
察
署
副
署
長
、
山
口
警

副
署
長
及
び
下
関
警
察
署
副
署
長

副
署
長
、
周
南
警
察
署
副
署
長
、

長
に
限
る
」
を
「
宇
部
警
察
署
副

料
表
管
理
職
手
当
月
額
表
に
次
の

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画

め
、
「
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長

に
限
る
。
）
」
を
「
美
術
館
副
館

学
芸
専
門
監

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画
情
報
室

」
を
「
五
種
」
に
改
め
、
同
表
警

長
」
の
下
に
「
、
山
陽
小
野
田
警

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
年
山
口
県
人
事
委
員

の
項
中
「
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所

務
所
長
、
長
門
土
木
建
築
事
務
所

ー
次
長
」
を
「
農
林
総
合
技
術
セ

水
産
研
究
セ
ン
タ

三

の
よ
う
に
加
え
る
。

項
中

」
に
改
め
、
別
表
第
三

。 察
署
副
署
長
及
び
長
府
警
察
署
副

に
限
る
」
に
改
め
、
「
機
動
捜
査

防
府
警
察
署
副
署
長
、
山
口
警
察

署
長
及
び
下
関
警
察
署
副
署
長
を

よ
う
に
加
え
る
。

情
報
室
長
」
を
「
農
林
総
合
技
術

農
林
総
合
技
術

」
を
削
り
、
「
美
術
館
副
館
長
（

長
（
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
副

長
」
を
削
り
、
同
表
選
挙
管
理
委

察
本
部
の
項
中
「
、
下
松
警
察

察
署
長
」
を
加
え
、
「
岩
国
警
察

会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

長
」
を
削
り
、
「
及
び
美
祢
土
木

長
及
び
萩
土
木
建
築
事
務
所
長

ン
タ
ー
次
長

ー
部
長

」
に
改
め
、
「
産
業
産
業

の 署隊署除 セセ萩館員署署 の事」技技
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山
初

を
次第別

（号 外 ）

こ初口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規

任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
第
三
号
中
「
職
員
給
与
条
例

表
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ

種
４

級
５

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山

号
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
人
事
委

第
十
条
の
二
の
」
を
「
同
条
の

う
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

口
県
人
事
委
員
会

員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部

」
に
改
め
る
。

に
公
布
す
る
。

四



平成

こ
は
、

年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職員の区分
１

期間の区分

１ 年 未 満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

附

則

種 ２ 種

円 円

３ 種 ４

円

種 ５ 種

円 円

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

５年以上６年未満

６年以上７年未満

７年以上８年未満

８年以上９年未満

９年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満、
第
二
条
第
三
号
の
改
正
規
定

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
等

一
日

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

五

山
口
県
人
事
委
員
会

年以上 年未満

年以上 年未満

年以上 年未満

に
公
布
す
る
。



平

特

成 年 月 日 火曜日

単
次
の第

に
規こ

山 口

日
か単

山

県 報

第
二則十のこ

（号 外 ）

山（
地

第
一部

（
調

地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の

身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

よ
う
に
改
正
す
る
。

六
条
中
「
公
庫
の
予
算
及
び
決
算

定
す
る
公
庫
」
を
「
沖
縄
振
興
開

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

ら
施
行
す
る
。

身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す

条

調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

附
則
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
十

四
」
に
、
「
百
分
の
八
」
を
「
百

九
」
を
「
百
分
の
十
」
に
改
め
る

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
三
」

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の

域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

条

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を

整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

則
（
平
成
二
年
山
口
県
人
事
委

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六

発
金
融
公
庫
」
に
改
め
る
。

す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を山

号
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成

に
改
正
す
る
。

六
」
を
「
百
分
の
十
七
」
に
、

分
の
十
」
に
、
「
百
分
の
七
」

。を
「
百
分
の
十
四
」
に
改
め
る

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

号
一
部
を
改
正
す
る
規
則

正
）

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
人
事
委

削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し

改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

に
公
布
す
る
。

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
一
条

こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

則 十
八
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規

「
百
分
の
十
三
」
を
「
百
分
の

を
「
百
分
の
九
」
に
、
「
百
分

。、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の

員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一

及
び
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

「
岩
国
警
察
署
深
須
警
察
官
駐
在

岩
国
警
察
署
秋
掛
警
察
官
駐
在

柳
井
警
察
署
油
田
警
察
官
駐
在

柳
井
警
察
署
沖
家
室
警
察
官
駐

め
る
。

別
表
第
二
中

「
大
島
警
察
署
油

大
島
警
察
署
沖

岩
国
警
察
署
深

岩
国
警
察
署
秋

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

特
地
勤
務
手
当
等
に
関

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
平
生
警
察
署

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

務
手
当
及
び
夜
間
勤
務
手
当
の
支

一
日

」

所所所在
所

」
に
改
め
る
。

田
警
察
官
駐
在
所

家
室
警
察
官
駐
在
所

須
警
察
官
駐
在
所

掛
警
察
官
駐
在
所

を

一
日九

号

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
人

祝
島
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
柳
井

給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会

則事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

警
察
署
祝
島
警
察
官
駐
在
所
」
に

六

す を改
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務
時

間
数

十
時こ

（号 外 ）

山
時

県
人第

間
」

間
数
を
加
え
た
三
十
八
時
間
四
十

を
加
え
た
四
十
時
間
」
を
「
休
日

間
」
を
「
が
三
十
八
時
間
四
十
五

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

正
す
る
規
則

間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当

事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部

二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
が
四

を
「
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」

五
分
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

勤
務
時
間
数
を
加
え
た
三
十
八

分
」
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
手
当
及
び
夜
間
勤
務
手
当
の
支

及
び
夜
間
勤
務
手
当
の
支
給
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
時
間
」
を
「
が
三
十
八
時
間
四

に
、
「
休
日
勤
務
時
間
数
を
加

及
び
第
三
号
中
「
休
日
勤
務
時

時
間
四
十
五
分
」
に
、
「
が
四

給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
山
口

十
五
分
」
に
、
「
を
四
十
時

え
た
四
十
時
間
」
を
「
休
日
勤

七
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成
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成
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年
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日
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発
行
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発
行
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